
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号

旧
軍
関
係
債
権
の
処
理
に
関
す
る
法
律

（
納
付
期
限
の
延
期
、
分
割
納
付
及
び
繰
上
げ
徴
収
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
陸
軍
省
、
海
軍
省
及
び
軍
需
省
に
係
る
左
に
掲
げ
る
国
の
債
権
（
以
下
「
旧
軍
関
係
債
権
」
と
い
う
。
）
で
、
そ
の
債
務
者
の
資
力
の
状
況
に
よ
り
直
ち
に
当
該
債
権
に
係
る
収
入
金
を
納

付
さ
せ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
主
務
大
臣
は
、
収
納
上
有
利
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
三
年
を
こ
え
な
い
期
限
を
も
つ
て
、
そ
の
納
付
期
限
を
延
期
し
、
又
は
適
宜
分
割
し
て
納
付
さ
せ
る

特
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
法
令
に
よ
り
前
金
払
又
は
概
算
払
を
な
し
た
も
の
で
過
払
と
な
つ
た
金
額
の
返
還
請
求
権

二
　
払
下
財
産
の
代
金
請
求
権

三
　
誤
払
に
よ
る
返
還
請
求
権

四
　
そ
の
他
前
三
号
に
掲
げ
る
債
権
に
準
ず
る
債
権

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
期
限
を
延
期
し
、
又
は
分
割
し
て
納
付
さ
せ
る
特
約
を
す
る
場
合
に
は
、
確
実
な
担
保
を
提
供
さ
せ
、
及
び
財
務
大
臣
が
市
場
金
利
を
考
慮
し
て
定
め
る
基
準
に
よ
る
利
息
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
同
一
人
に
対
す
る
旧
軍
関
係
債
権
の
総
額
が
一
万
円
以
下
の
場
合
に
は
、
担
保
の
提
供
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
し
て
納
付
さ
せ
る
特
約
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
債
務
者
が
そ
の
分
納
金
を
滞
納
し
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
は
、
そ
の
債
務
残
額
の
繰
上
げ
徴
収
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
裁
判
所
の
和
解
又
は
調
停
に
お
け
る
譲
歩
）

第
二
条
　
旧
軍
関
係
債
権
に
つ
い
て
裁
判
所
（
調
停
委
員
会
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
和
解
又
は
調
停
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
務
大
臣
又
は
そ
の
指
定
す
る
職
員
は
、
裁
判
所
の
勧
告
に
基
づ
い
て
、
前
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
譲
歩
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
債
務
の
免
除
）

第
三
条
　
主
務
大
臣
は
、
旧
軍
関
係
債
権
に
係
る
収
入
金
に
つ
い
て
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
債
務
者
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
の
た
め
当
該
収
入
金
の
徴
収
を

不
可
能
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
債
務
の
免
除
の
通
知
は
、
官
報
に
公
告
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
通
知
は
、
官
報
に
公
告
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
時
に
お
い
て
債
務
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な

す
。

（
公
告
に
よ
る
納
入
の
告
知
）

第
四
条
　
主
務
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
旧
軍
関
係
債
権
の
債
務
者
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
の
場
合
に
は
、
公
告
を
も
つ
て
当
該
債
権
に
係
る
収
入
金
の
納
入
の
告
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
準
用
す
る
。

（
債
権
の
確
定
）

第
五
条
　
旧
軍
関
係
債
権
に
つ
い
て
、
債
務
者
か
ら
書
面
に
よ
る
債
務
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
債
権
は
、
確
定
し
た
も
の
と
し
、
主
務
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
つ
て
こ
れ

を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
前
項
の
債
務
の
承
認
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
外
、
旧
軍
関
係
債
権
の
債
務
者
に
対
し
、
債
務
の
金
額
そ
の
他
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
催
告
書
を
も
つ
て
、
そ
の
債
務
を
承
認
す
る
か

否
か
を
一
定
の
期
間
内
に
述
ぶ
べ
き
旨
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
の
期
間
に
一
月
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３
　
主
務
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
債
務
者
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
の
場
合
に
は
、
公
告
を
も
つ
て
前
項
の
催
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
準
用
す
る
。

５
　
債
務
者
が
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
書
面
に
よ
り
異
議
を
述
べ
な
か
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
債
務
の
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
督
促
）

第
六
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
確
定
し
た
債
権
に
係
る
収
入
金
に
つ
い
て
債
務
者
が
納
付
期
限
を
過
ぎ
な
お
完
納
し
な
い
場
合
に
は
、
主
務
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
督
促
状
を
も
つ
て
、
そ
の
指
定
す
る
期
限
内
に
納

付
す
べ
き
旨
を
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
督
促
状
に
は
、
同
項
の
期
限
内
に
完
納
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
法
律
に
基
い
て
徴
収
の
処
分
を
す
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
督
促
を
し
た
場
合
に
は
、
督
促
手
数
料
と
し
て
十
円
を
徴
収
す
る
。

４
　
主
務
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
債
務
者
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
の
場
合
に
は
、
公
告
を
も
つ
て
第
一
項
の
督
促
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
準
用
す
る
。

第
七
条
　
削
除

（
異
議
の
訴
）

第
八
条
　
債
務
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
確
定
し
た
債
権
に
つ
い
て
、
国
を
被
告
と
し
て
異
議
の
訴
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
訴
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
債
務
の
承
認
に
関
す
る
事
務
を
処
理
し
た
職
員
の
所
属
す
る
行
政
機
関
の
所
在
地
の
地
方
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
。

（
適
用
除
外
）

第
九
条
　
前
四
条
の
規
定
は
、
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
を
有
す
る
旧
軍
関
係
債
権
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
他
の
法
令
と
の
関
係
）

第
十
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
閉
鎖
機
関
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
七
十
四
号
）
そ
の
他
他
の
法
令
中
債
務
の
弁
済
そ
の
他
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
行
為
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
旨
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
規
定
の
適

用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
四
月
二
〇
日
法
律
第
一
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
三
〇
日
法
律
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
申
し
立
て
ら
れ
た
民
事
執
行
、
企
業
担
保
権
の
実
行
及
び
破
産
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第
二
項
、

第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日
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